
平 成 28 年
６月14日（火）
第2791号

平成28年６月14日　火曜日（595）

告 示

栃 木 県 告 示 第 三 百 三 十 七 号

　 補 助 金 等 の 名 称 等 を 定 め る 告 示 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 告 示 第 三 百 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平

成 二 十 八 年 度 分 の 補 助 金 等 か ら 適 用 す る 。

　 　 平 成 二 十 八 年 六 月 十 四 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 環 境 森 林 部 の 部 森 林 整 備 課 の 款 森 林 資 源 循 環 利 用 先 導 モ デ ル 事 業 費 補 助 金 の 項 補 助 金 等 の 名 称 の 欄 中 「 森 林

資 源 循 環 利 用 先 導 モ デ ル 事 業 費 補 助 金 」 を 「 次 世 代 の 森 林 創 生 実 証 事 業 費 補 助 金 」 に 改 め 、 同 項 交 付 の 目 的 の

欄 中 「 皆 伐 」 を 「 一 定 規 模 以 上 の 皆 伐 」 に 改 め 、 同 項 交 付 の 対 象 で あ る 事 務 又 は 事 業 の 内 容 の 欄 中 「 森 林 資 源

循 環 利 用 先 導 モ デ ル 事 業 実 施 要 領 （ 平 成 二 十 六 年 七 月 一 日 付 け 森 林 第 三 百 十 二 号 環 境 森 林 部 長 通 知 ） 」 を 「 次

世 代 の 森 林 創 生 実 証 事 業 実 施 要 領 （ 平 成 二 十 八 年 六 月 七 日 付 け 森 整 第 二 百 十 号 環 境 森 林 部 長 通 知 ） 」 に 改 め 、

同 項 交 付 率 又 は 金 額 の 欄 中 「 三 十 二 万 円 」 を 「 三 十 万 円 」 に 改 め る 。

（ 森 林 整 備 課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第338号
　栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年栃木県条例第４号）第７条の規定
により指定管理者から変更の届出があったので、同条例第８条第２項において準用する同条第１項の規定によ
り次のとおり告示する。
　　平成28年６月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

施 設 の 名 称 指定管理者の名称 変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 の
年 月 日
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とちぎ花センター 公益財団法人栃木
県農業振興公社

指定管理者の
代表者の氏名

理事長
　吉　沢　　　崇

理事長
　南　斉　好　伸

平成28年
４月１日

栃木県なかがわ水
遊園

公益財団法人栃木
県農業振興公社

指定管理者の
代表者の氏名

理事長
　吉　沢　　　崇

理事長
　南　斉　好　伸

平成28年
４月１日

（行政改革推進室）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第339号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　平成28年６月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名
指 定
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

スマイル薬局 下野市下古山3378-１ 有限会社ティー・エイチ・ピー
代表取締役　寺澤　浩行

平成28年
５月１日

精神通院医療

西真岡こどもクリ
ニック

真岡市高勢町３-205-
１

医療法人大香会
理事長　仲島　大輔

平成28年
６月１日

精神通院医療

あすなろ薬局 栃木市大平町川連字牛
久堺419-10

KMS株式会社
代表取締役　小濵　賢一

平成28年
６月１日

精神通院医療

しもつが薬局大平町
店

栃木市大平町川連419-
９

有限会社タカダ薬局
代表取締役　神頭　憲司

平成28年
６月１日

精神通院医療

日本調剤足利日赤前
薬局

足利市五十部町284-13 日本調剤株式会社
代表取締役社長　三津原　博

平成28年
６月１日

精神通院医療

ピノキオ薬局若木町
店

小山市若木町１-５-６ 株式会社ピノキオ小山
代表取締役　貝賀　幹生

平成28年
６月１日

精神通院医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第340号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　平成28年６月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名
変 更
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

ファーコス薬局くじ
ら
（くじら薬局）

宇都宮市松原２-７-25 株式会社ファーコス
代表取締役　島田　光明

平成28年
６月１日

精神通院医療

※表中の（　）内は変更前のもの
（障害福祉課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第341号
　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により平成28年４月１日付けで次のとおり
母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付金に係る未収金の徴収事務を委託したので、同条第
２項の規定により告示する。
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　　平成28年６月14日
栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

１　委託事務の内容
　母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第13条（同法第32条において準用する場合を含
む。）の規定による貸付金に係る未収金の徴収事務
２　委託を受けた者の主たる事務所の所在地及び名称
⑴　主たる事務所の所在地
　　東京都港区芝浦三丁目16番20号
⑵　名称
　　ニッテレ債権回収株式会社
３　委託期間
　　平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

（こども政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第342号
　計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により次のとおり特定計量器の定期検査を行うので、同
法第21条第２項の規定により公示する。
　　平成28年６月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　計量法施行令（平成５年政令第329号）第10条第１項第１号に掲げる特定計量器の定期検査（２の定期検
査を除く。）

区 域
期 日

場 所
年 月 日 時 間

那須塩原市

平成28年９月２日（金） 午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで 那須塩原市南郷屋４-137

那須塩原市西那須野商工会館
平成28年９月５日（月） 午前10時から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

平成28年９月６日（火） 午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

那須塩原市共墾社108-２
那須塩原市役所本庁舎

平成28年９月７日（水） 午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

平成28年９月８日（木） 午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

平成28年９月９日（金） 午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

平成28年９月12日（月） 午前10時30分から正午まで及び
午後１時から午後２時30分まで

那須塩原市中塩原１-２
那須塩原市役所塩原支所

平成28年９月13日（火） 午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

那須塩原市関谷1266-４
那須塩原市ハロープラザ

平成28年９月14日（水） 午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

矢板市片岡2098-３
矢板市片岡公民館

矢 板 市
平成28年９月15日（木） 午前10時から正午まで及び

午後１時から午後３時まで
矢板市泉428
矢板市泉公民館

平成28年９月16日（金） 午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで 矢板市矢板106-２
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平成28年９月20日（火） 午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

矢板市生涯学習館

那 珂 川 町

平成28年９月21日（水） 午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

那珂川町小川1065
那珂川町小川総合福祉センター

平成28年９月23日（金） 午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで 那珂川町馬頭67-１

那珂川町総合体育館
平成28年９月26日（月） 午前10時から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

那須烏山市

平成28年９月27日（火） 午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

那須烏山市岩子６-１
那須烏山市南那須公民館

平成28年９月28日（水） 午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで 那須烏山市中央２-13-12

那須烏山市烏山体育館
平成28年９月29日（木） 午前10時から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

大 田 原 市

平成28年９月30日（金） 午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

大田原市湯津上５-1081
大田原市役所湯津上支所

平成28年10月４日（火） 午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

大田原市黒羽田町636-１
黒羽田町公園（たまち蔵屋敷）

平成28年10月５日（水） 午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

大田原市美原１-１-４
大田原市勤労青少年ホーム

平成28年10月６日（木） 午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

平成28年10月７日（金） 午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

平成28年10月11日（火） 午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで

那 須 町

平成28年10月12日（水） 午前10時30分から正午まで及び
午後１時から午後２時30分まで

那須町湯本199-14
那須町高原公民館

平成28年10月13日（木） 午前10時から正午まで及び
午後１時から午後３時まで 那須町寺子乙2566-１

那須町ゆめプラザ・那須
平成28年10月14日（金） 午前10時から正午まで及び

午後１時から午後３時まで

那須塩原市
矢 板 市
那 珂 川 町
那須烏山市
大 田 原 市
那 須 町

各区域の期日の初日から
平成28年12月26日（月）
まで（土曜日、日曜日及
び国民の祝日に関する法
律（昭和23年法律第178
号）に規定する休日を除
く。）

午前９時から正午まで及び
午後１時から午後４時まで

宇都宮市ゆいの杜１-５-64
栃木県計量検定所

２　特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第70号）第39条第１項の規定により特定計量器の所在の
場所で行う定期検査
計量法施行令第10条第１項第１号に掲げる特定計量器の定期検査

区 域 期 日
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那須塩原市、矢板市 　平成28年９月26日（月）から同年12月26日（月）まで（土曜日、日曜日及び国
民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）

那須烏山市、那珂川町 　平成28年10月11日（火）から同年12月26日（月）まで（土曜日、日曜日及び国
民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）

大田原市、那須町 　平成28年10月24日（月）から同年12月26日（月）まで（土曜日、日曜日及び国
民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）

（産業政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第343号
　次の土地改良区から申請のあった土地改良事業計画の変更に関し、土地改良法（昭和24年法律第195号）第
48条第９項において準用する同法第８条第１項の規定により審査を行った結果適当と決定したので、同条第６
項の規定により公告する。
　なお、同法第48条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、変更後の土地改良事業計画書の
写しを所轄農業振興事務所において縦覧に供する。
　この公告に係る決定に対して異議がある者は、同法第48条第９項において準用する同法第９条第１項の規定
により、所轄農業振興事務所を経由して、栃木県知事に申し出ることができる。
　　平成28年６月14日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 事 業 名 縦 覧 期 間 異 議 申 出 期 限 所轄農業振興事務所

荒川南部土地改良
区

荒川南部地区土地
改良（維持管理）
事業

平成28年６月15日から
同年７月12日まで

平成28年７月27日 塩谷南那須農業振興
事務所

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────

雑 報
　　　○栃木県市町村職員共済組合公告
　地方公務員等共済組合法第22条第３項及び栃木県市町村職員共済組合定款第５条の規定に基づき、平成27年
度決算の要旨を公告する。
　　平成28年６月14日

栃木県市町村職員共済組合　　　　　
理事長　　人　　見　　健　　次　　

損益計算書の要旨 （単位：千円）

経 理 区 分 短 期 長 期
（平成27年９月まで）

厚生年金保険
（平成27年10月から）

退 職 等 年 金
（平成27年10月から）

経 過 的 長 期
（平成27年10月から）

預 託 金 管 理
（平成27年９月まで）

経過的長期預託金管理
（平成27年10月から）

収

入

負担金 4,941,303 8,166,028 6,417,766 379,217 13,461

掛金 4,912,117 4,281,109 379,213

組合員保険料 4,363,965

利息及び配当金 60 59,496 54,676

その他の収入 598,337

前年度支払準備金 762,911

計 11,214,728 12,447,137 10,781,731 758,430 13,461 59,496 54,676

給付 4,721,470

役職員給与

旅費・事務費

支払利息 59,496 54,676
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支

出

前期高齢者納付金 2,243,870

後期高齢者支援金 1,891,270

老人保健拠出金 59

退職者給付拠出金 194,924

介護納付金 826,132

連合会払込金・拠出金 576,607

掛金・負担金払込金 12,447,137 6,417,766 758,430 13,461

組合員保険料払込金 4,363,965

その他の支出 51,956

次年度支払準備金 741,061

計 11,247,349 12,447,137 10,781,731 758,430 13,461 59,496 54,676

差引当期利益金又は
当期損失金（△） △ 32,621 0 0 0 0 0 0

（単位：千円）　　　　　
経 理 区 分 業 務 保 健 貯 金 貸 付 物 資 財 形

収

入

負担金 181,023 220,650

掛金 215,078

組合員保険料

利息及び配当金 112 105 731,722 1

その他の収入 59,367 143,363 40,101

前年度支払準備金

計 240,502 435,833 731,722 143,363 40,101 1

給付

役職員給与 105,946 4,039 4,956 18,272 4,283

旅費・事務費 13,979 751 788 980 844

支払利息 607,973 110,580 3,877

支

出

前期高齢者納付金

後期高齢者支援金

老人保健拠出金

退職者給付拠出金

介護納付金

連合会払込金・拠出金 80,474 4,397 6,137

掛金・負担金払込金

組合員保険料払込金

その他の支出 70,142 442,416 2,156 6,854 1,833

次年度支払準備金

計 270,541 451,603 615,873 142,823 10,837 0

差引当期利益金又は
当期損失金（△） △ 30,039 △ 15,770 115,849 540 29,264 1

貸借対照表の要旨 （単位：千円）

経 理 区 分 短 期 長 期
（平成27年９月まで）

厚生年金保険
（平成27年10月から）

退 職 等 年 金
（平成27年10月から）

経 過 的 長 期
（平成27年10月から）

預 託 金 管 理
（平成27年９月まで）

経過的長期預託金管理
（平成27年10月から）

資

産

流動資産 1,838,988 2,909,363 1,498,270 103,130 1,835 279,302 475,478

固定資産 4,867,500 4,525,000

資産合計 1,838,988 2,909,363 1,498,270 103,130 1,835 5,146,802 5,000,478

負

債

流動負債 65,783 2,909,363 1,498,270 103,130 1,835

固定負債 741,061 5,146,802 5,000,478

負債合計 806,844 2,909,363 1,498,270 103,130 1,835 5,146,802 5,000,478

純

資

産

資本剰余金

利益剰余金 1,032,144

純資産合計 1,032,144 0 0 0 0 0 0

負債・純資産合計 1,838,988 2,909,363 1,498,270 103,130 1,835 5,146,802 5,000,478

（単位：千円）　　　　　
経 理 区 分 業 務 保 健 貯 金 貸 付 物 資 財 形
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資

産

流動資産 641,949 531,319 891,743 254,866 538,726 2,155

固定資産 17,360 598 42,217,239 5,022,226 490

資産合計 659,309 531,917 43,108,982 5,277,092 539,216 2,155

負

債

流動負債 9,957 24,146 40,121,006 256 1,167

固定負債 110,462 797 298 4,331,511 210,971

負債合計 120,419 24,943 40,121,304 4,331,767 212,138 0

純

資

産

資本剰余金 20,889

利益剰余金 518,001 506,974 2,987,678 945,325 327,078 2,155

純資産合計 538,890 506,974 2,987,678 945,325 327,078 2,155

負債・純資産合計 659,309 531,917 43,108,982 5,277,092 539,216 2,155

　───────────────────────────────────────────────

正 誤

発 行 番 号 ページ 行 正 誤

平成 28 年
号外第40号

１ ９ 施行規則の一部改正 施行規則

１ 10 一部改正 一部を改正する規則

　───────────────────────────────────────────────


